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産業別最低賃金（３業種）の改正決定について 

― 本年１２月１７日から引上げ ― 
 

 

岐阜労働局（ 局長：藤井龍一郎 ）は、岐阜地方最低賃金審議会（会長：川島和男弁

護士）の答申を受け、本日、３業種（下表）の労働者（約４万７千人）に適用される産

業別最低賃金の改正決定を行い、官報に公示した。 

改正内容は、３業種の時間額を８円から１１円引上げるものであり、効力の発生日は

いずれも本年１２月１７日である。 

 

改正決定の具体的内容は、次のとおりである。 

 

岐阜県内において設定されている産業別最低賃金（５業種）のうち、「陶磁器・同関

連製品、耐火物製造業」及び「紡績業」については、関係労使から改正の申出が行われ

なかったため、本年は改正審議を行っていない。 

 

なお、岐阜県内のすべての労働者に適用される「 岐阜県最低賃金 」は、本年１０月

１９日から「 時間額６９６円 」（１１円の引上げ）としている。 

 

最低賃金の対象となる賃金は、通常の所定内賃金に限られ、 

（１）臨時に支払われる賃金及び１か月を超える期間後地に支払われる賃金 

（２）時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金 

（３）精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

は、算入しないこととなっている。 

岐阜労働局 労働基準部 賃金室 
担 

 

当 

室   長 布 施  忠 德 

賃金指導官 大 谷   徹 

電   話  058 – 245 - 8104 

業   種 改定後時間額 引上額・率 改訂前時間額 

電子部品・デバイス・電子回路、電気 

機械器具、情報通信機械器具製造業 
７６７円 

９円 

（1.2％） 
７５８円 

自 動 車 ・ 同 附 属 品 製 造 業 ８０７円 
１１円 

（1.4％） 
７９６円 

航 空 機 ・ 同 附 属 品 製 造 業 ８５７円 
８円 

（0.9％） 
８４９円 



（ 参 考 ） 
１ 最低賃金額の推移 
 

 平成10年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 

６５３円 ６５８ ６６３ ６６８ ６６８ ６６８ ６６９ ６７１ ６７５ ６８５ ６９６ 
岐阜県最低賃金 

1.87% 0.77 0.76 0.75 0.00 0.00 0.15 0.30 0.60 1.48 1.61 

７１４円 
陶 磁 器 

1.85% 

※ 「陶磁器」は、時間額のほか、 

日額5,708円も設定されている。 
申 出 な し 

６７１円 ６７７ ６８２ ６８７ ６８８ ６８８ ６９０ ６９４ ７００ 
紡 績 

1.82% 0.89 0.74 0.73 0.15 0.00 

改 正 

な し 0.29 0.58 0.86 

申 出 

な し 

７１７円 ７２４ ７３０ ７３５ ７３６ ７３７ ７３８ ７４２ ７４７ ７５８ ７６７ 
電 気 

1.85% 0.98 0.83 0.68 0.14 0.14 0.14 0.54 0.67 1.47 1.19 

７５２円 ７５９ ７６５ ７７１ ７７２ ７７３ ７７５ ７７９ ７８５ ７９６ ８０７ 
自 動 車 

1.90% 0.93 0.79 0.78 0.13 0.13 0.26 0.52 0.77 1.40 1.38 

８１３円 ８１９ ８２５ ８３０ ８３１ ８３１ ８３２ ８３５ ８４０ ８４９ ８５７ 
航 空 機 

1.75% 0.74 0.73 0.61 0.12 0.00 0.12 0.36 0.60 1.06 0.94 

   注１：上段は時間額（円）、下段は引上率（％）。  注２：最低賃金額は時間額のみ記載し、失効した日額は省略した。 

 
２ 適用労働者数 

（１）「 電 気 」：２万２,１００人、 （２）「 自動車 」：１万９,０００人、 （３）「 航空機 」：５,７００人 
（４）「 陶磁器 」：１万０,７００人、  （５）「 紡 績 」：８００人      産業別最賃計：５万８,３００人 
（※）「 岐阜県最低賃金 」：７２万７,７００人（産別適用労働者数を除く。） 

 
３ 答申日 
  （１）「 電 気 」：10月 20日、 （２）「 自動車 」：10月 17 日、 （３）「 航空機 」：10月 20日 


